
政
令
第
三
百
四
十
一
号

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
関
係
手
数
料
令
（
令
和
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
一
号
イ
」
を
「
第
四
号
イ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第

五
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
輸
入
業
者
に
係
る
検
定
」
を
「
検
定
の
う
ち
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
輸
入
業

者
に
係
る
も
の
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

一

法
第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
法
第
百
四
十
九
条
（
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
第
三
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
二
条
第
三
項
の
再
交
付
を
申
請
す
る

者

当
該
再
交
付
一
件
に
つ
き
九
千
七
百
円

二

法
第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

法
第
百
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
承
認
を
申
請
す
る
者

当
該
承
認
一
件
に

つ
き
、
五
千
七
百
円
に
当
該
承
認
に
係
る
法
第
百
五
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
確
認
特
定
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造

業
務
等
従
事
者
の
数
を
乗
じ
た
額
及
び
三
千
五
百
円
の
合
計
額

ロ

法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
承
認
を
申
請
す
る
者

当
該
承
認
一
件
に
つ
き
七
万
千
三
百
円

ハ

法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
承
認
を
申
請
す
る
者

当
該
承
認
一
件
に
つ
き
八
万
八
千
七
百
円

三

法
第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は

ロ
に
定
め
る
額

イ

法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
認
可
を
申
請
す
る
者

当
該
認
可
一
件
に
つ
き
一

万
二
千
円

ロ

法
第
百
四
十
八
条
第
二
項
（
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
可
を
申
請
す
る
者

当
該
認
可
一
件
に
つ
き
一
万
九
千
二
百
円

第
一
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
を
「
第
一
項
第
二
号
ハ
」
に
、
「
検
定
」
を
「
承
認
」
に
、
「
電
磁
的

カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
を
製
造
し
、
及
び
検
査
す
る
設
備
等
が
、
法
第
百
五
十
一
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
」
を
「
カ
ジ
ノ

関
連
機
器
等
製
造
業
の
許
可
又
は
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
外
国
製
造
業
の
認
定
に
係
る
製
造
所
の
構
造
又
は
設
備
が
、
法
第
百
四

十
五
条
第
一
項
第
五
号
（
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
」
に
、
「
当
該
設
備
等
」

を
「
当
該
製
造
所
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
次
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
第
三
項

（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

４

前
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
前
項
中
「
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
検
定
」
と
、
「
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
の
許
可
又
は
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
外

国
製
造
業
の
認
定
に
係
る
製
造
所
の
構
造
又
は
設
備
が
、
法
第
百
四
十
五
条
第
一
項
第
五
号
（
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
基
準
」
と
あ
る
の
は
「
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
を
製
造
し
、
及
び
検
査
す

る
設
備
等
が
、
法
第
百
五
十
一
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
」
と
、
「
当
該
製
造
所
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
設
備

等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
中
「
手
数
料
は
、
」
の
下
に
「
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
申
請
又
は
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
一
条
第
一
項
第
四
号
イ
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


